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環境基準について
　人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に
保つことが望ましいか、目標を定めたものが環境基準です。
　環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。
　これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図
っていこうとするものです。
　また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、これを維
持していくことが望ましいものです。
　環境基準は、現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められているものであり、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な
科学的判断が加えられていかなければならないものとされています。
　日常的に過酷な条件が重なる現場においては、従事される方の健康を維持する為、また国が定める基準値に達する為、指標としてご
活用下さい。

環境基準等一覧表

ダイオキシン類

人の健康の保護に関する環境基準（公共用水域及び地下水質）

土壌溶出量基準値

汚染物質 人の健康への影響 主な発生源 環境基準

二酸化硫黄
（SO2）

二酸化窒素
（NO2）

一酸化炭素
（CO）

光化学オキシダント
（Ox）

炭化水素
（HC）

ベンゼン

トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

ジクロロメタン

浮遊粒子状物質
（SPM）

のどや肺を刺激し、気管支炎や上気道炎などを
起こす

のどや肺を刺激し、気管支炎や肺水腫などを起
こす

血液中のヘモグロビンと結びつき神経系に影響
を及ぼす

皮膚・粘膜への刺激作用、頭痛・めまい等の神
経への影響がある

皮膚・粘膜への刺激作用、頭痛・めまい等の神
経への影響がある

ボイラー、自動車、硫酸、パルプな
どの製造工場

１時間値の１日平均値が0.04ppm以下で、かつ１
時間値が0.1ppm以下であること。

１時間値の１日平均値が0.04ppm～0.06ppmまで
のゾーン内、又はそれ以下であること。

１時間値の１日平均値が10ppm以下で、かつ８時
間平均値が20ppm以下であること。

１時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下で、かつ
１時間値が0.20mg/m3以下であること。

１時間値が0.06ppm以下であること。

なし。

１年平均値が0.003mg/m3以下であること。

１年平均値が0.2mg/m3以下であること。

１年平均値が0.2mg/m3以下であること。

１年平均値が0.15mg/m3以下であること。

ボイラー、自動車、焼却炉、火力発
電所

自動車、焼却施設、有機溶剤の製
造、塗布

石油精製、石油化学、コークス炉

金属加工、化学工業

金属加工、化学工業

金属加工、化学工業、ドライクリー
ニング等

自動車

窒素酸化物と炭化水素の光化学反応

焼却施設、自動車気管支や肺胞に沈着し、呼吸器系疾患を起こす

目、のどなどを強く刺激する

粘膜を刺激し、中枢神経に影響を及ぼす

発ガン性がある

中枢神経に対する麻酔作用がある

大気に係る環境基準 水質に係る環境基準 水底の底質に係る環境基準 土壌に係る環境基準

大気1m3あたり
0.6pg-TEQ以下（年平均値）

水1ℓあたり
1pg-TEQ以下（年平均値）

底質1gあたり
150pg-TEQ以下

土壌1gあたり
1,000pg-TEQ以下

（備考）・平成11年2月22日、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目が追加された。
　　　　・海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

項 目
基 準 値
項 目
基 準 値
項 目
基 準 値
項 目
基 準 値

項 目

基 準 値

項 目

基 準 値

項 目

基 準 値

項 目

基 準 値

項 目

基 準 値

項 目

基 準 値

項 目

基 準 値

カドミウム
0.01mg/ℓ以下
六価クロム

0.05mg/ℓ以下
PCB

検出されないこと
1，1-ジクロロエチレン
0.02mg/ℓ以下
トリクロロエチレン
0.03mg/ℓ以下
シマジン

0.003mg/ℓ以下
ふっ素

0.8mg/ℓ以下

全シアン
検出されないこと

砒素
0.01mg/ℓ以下
ジクロロメタン
0.02mg/ℓ以下

シス-1，2-ジクロロエチレン
0.04mg/ℓ以下
テトラクロロエチレ
ン0.01mg/ℓ以下
チオベンカルブ
0.02mg/ℓ以下

ほう素
1mg/ℓ以下

有機燐
検出されないこと

四塩化炭素
0.002mg/ℓ以下

1，1，1-トリクロロエタン
1mg/ℓ以下

1，3-ジクロロプロペン
0.002mg/ℓ以下
ベンゼン

0.01mg/ℓ以下

鉛
0.01mg/ℓ以下

1，2-ジクロロエタン
0.004mg/ℓ以下

1，1，2-トリクロロエタン
0.006mg/ℓ以下
チウラム

0.006mg/ℓ以下
セレン

0.01mg/ℓ以下

カドミウム
0.01mg/ℓ以下

PCB
検出されないこと

1，1，1-トリクロロエタン
1mg/ℓ以下
シマジン

0.003mg/ℓ以下

全シアン
検出されないこと
ジクロロメタン
0.02mg/ℓ以下

1，1，2-トリクロロエタン
0.006mg/ℓ以下
チオベンカルブ
0.02mg/ℓ以下

鉛
0.01mg/ℓ以下
四塩化炭素

0.002mg/ℓ以下
トリクロロエチレン
0.03mg/ℓ以下
ベンゼン

0.01mg/ℓ以下

六価クロム
0.05mg/ℓ以下
1，2-ジクロロエタン
0.004mg/ℓ以下
テトラクロロエチレン
0.01mg/ℓ以下
セレン

0.01mg/ℓ以下

砒素
0.01mg/ℓ以下
1，1-ジクロロエチレン
0.02mg/ℓ以下

1，3-ジクロロプロペン
0.002mg/ℓ以下

10mg/ℓ以下

総水銀
0.0005mg/ℓ以下

ふっ素
0.8mg/ℓ以下

アルキル水銀
検出されないこと

ほう素
1mg/ℓ以下

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

シス-1，2-ジクロロエチレン
0.04mg/ℓ以下
チウラム

0.006mg/ℓ以下

総水銀及びその化合物
総水銀0.0005mg/ℓ以下であり、かつアルキル水銀が検出されないこと

尺をメートルへ
間をメートルへ
町をメートルへ
里をキロメートルへ
坪を平方メートルへ
ポンドをキログラムへ
キログラムを斤に
升をリットルに
摂氏を華氏に
グラムを匁に

３倍して１０で割る
１割引いて２倍する
１割加えて１００倍する
３割加えて３倍にする
１割加えて３倍にする
１割引いて２で割る
５倍して３で割る
９倍して５で割る
９/５×摂氏＋３２
４倍して１５で割る

メートルを尺に
メートルを間に
メートルを町に
キロメートルを里に
平方メートルを坪に
キログラムをポンドに
斤をキログラムに
リットルを升に
華氏を摂氏に
貫をキログラムに

１割加えて３倍する
１割加えて２で割る
１割引いて１００で割る
２分加えて４で割る
１割引いて３で割る
１割加えて２倍する
５で割って３倍する
５倍して９で割る
５/９×（華氏－３２）
４で割って１５倍する

Tanθ（％）
0
2
3
5
7
9
11
12
14
16
18
19
21
23
25
27

θ°（度）
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Tanθ（％）
29
31
32
34
36
38
40
42
45
47
49
51
53
55
58
60

θ°（度）
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Tanθ（％）
62
65
67
70
73
75
78
81
84
87
90
93
97
100

θ°（度）
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

　 量 　
面 積
体 積
密 度
速 さ
加 速 度
波 数
輝 度
粘 度
表 面 張 力
エントロピー
比 熱
熱 伝 導
電 界 の 強 さ
磁 界 の 強 さ
電 気 変 位
誘 電 率
透 磁 率
物 質 量 濃 度
モルエネルギー

単位の名称
平方メートル
立方メートル

キログラム毎立方メートル
メートル毎秒

メートル毎秒毎秒
毎メートル

カンデラ毎平方メートル
パスカル秒

ニュートン毎メートル
ジュール毎ケルビン

ジュール毎キログラム毎ケルビン
ワット毎メートル毎ケルビン

ボルト毎メートル
アンペア毎メートル
クーロン毎平方メートル
ファラッド毎メートル
ヘンリー毎メートル
モル毎立方メートル
ジュール毎モル

単位記号
ｍ-2
m3
kg m-3
ｍ s-1
ｍ s-2
m-1
cd m-2
Pa ｓ
N m-1
J K-1

J kg-1 K-1
W m-1 K-1
V ｍ-1
A m-1
C m-2
F ｍ-1
H m-1
mol m-3
J mol-1

国際単位系
国際単位系は十進法を原則とした最も普遍的な単位系で、
日本の計量法でも一部の例外を除き計量単位に国際単位系
を採用しています。
国際単位系（SI）は、それまで広く使用されていたMKS単
位系（＊）を拡張したもので、メートル条約に基づき国際
度量衡総会（CGPM）にて使用が採択されました。現在は
ほとんどの国で合法的に使用する事ができ、多くの国で使
用を義務付けられております。
日本では１９９１年に日本工業規格（JIS）が完全に国際単位
系準拠となり、JIS Z 8203にて規定しております。
ただし国際単位系とは「メートル法」が発展したものです
が、メートル法系の亜流として「工業単位系」「CGS単位
系」がありますので、これらを区別して計算を行う必要があ
ります。
（＊）長さのm、質量のkg、時間のsを用いて、この３つの単
位を組み合わせて色々な量の単位を表現しているものです。

メートル法概数換算法

発火度
発火温度

爆発等級１

爆発等級２

爆発等級３

G1
４５０℃を超える物

アセトン
アンモニア
一酸化炭素
エタン
酢酸

酢酸エチル
トルエン
プロパン
ベンゼン
メタノール
メタン
石炭ガス
水素ガス

水素

G2
３５０℃～４５０℃以下

エタノール
酢酸イソベンチル
I‐ブタノール
ブタン
無水酢酸

エチレン
エチレンオキシド

アセチレン

G3
２００℃～３００℃以下

ガソリン
ヘキサン

G4
１３５℃～２００℃以下

アセトアルデヒド
エチルアルコール

G5
１００℃～１３５℃以下

二硫化水素

G6
８０℃～１００℃以下

【爆発等級・発火度・発火度の分類】
発　火　度

登坂能力換算表
車両総重量の状態(定積状態)で、乾燥路面で停止状態からスタートして、水平距離で1m進んだと仮定した時、何センチの高さまで登
れるかというもの。単位はtanθ（シータ）で表示されます。 

代表的な爆発性ガス


